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村からのお　　せ知ら
住民生活課からのお知らせです

資源ごみ回収にご協力ください
　平成23年度の榛東村における資源ごみのリサイクル率は、８.４％でした。群馬県平均のリサイクル率14.９％に比べ

ると非常に低い結果となっています。本村のリサイクル率向上に向けて、より一層のリサイクルにご協力ください。

　資源ごみ回収は、下記のとおり月一回水曜日に各区指定の場所・時間で、「ビン・ペットボトル」の回収を行っています。

「榛東村ゴミ収集計画」にも掲載されていますので、そちらもご覧ください。

～資源ごみ搬出場所と搬入時間～
１区～８区　月１回　第１水曜日 ９区～21区　月１回　第３水曜日

行政区 搬入時間 指定場所 行政区 搬入時間 指定場所
１区 7:30 ～ 8:30 １区コミセン ９区 7:00 ～ 8:30 ９区コミセン
２区 7:00 ～ 8:00 ２区コミセン 10区 7:00 ～ 8:30 10区コミセン
３区 7:30 ～ 8:30 卯三郎こけし駐車場東 11区 7:00 ～ 8:30 笹熊集会所
４区 7:30 ～ 8:30 ４区コミセン 12区 6:00 ～ 7:00 12区コミセン
５区 7:00 ～ 8:00 ５区コミセン 13区 7:00 ～ 8:00 13区コミセン
６区 6:30 ～ 7:30 ６区コミセン 14区 7:00 ～ 8:30 14区コミセン
７区 7:00 ～ 8:30 ７区コミセン 15区 7:00 ～ 8:00 15区コミセン
８区 7:00 ～ 8:30 ８区コミセン 16区 7:30 ～ 8:30 16区コミセン

　※ビンは中を洗浄し、出してください。
　※ペットボトルは洗浄し、キャップははずしてラベル
　　はそのままで潰さずに出してください。

17区 6:30 ～ 8:30 17区コミセン
18区 7:00 ～ 8:00 18区コミセン
19区 7:00 ～ 8:00 19区コミセン
20区 6:30 ～ 7:45 20区コミセン
21区 6:30 ～ 8:30 21区コミセン

○資源ごみストックハウスもご利用ください
　村では、時間の都合などによって、各区で行われている資源ごみ回収を

利用できないご家庭のために、旧役場敷地に資源ごみストックハウスを設

置しており、下記の各種資源ごみの受け入れを行っています。 

　なお、各区で行われている資源ごみ回収のルールと若干異なるものがあ

りますので注意してください。　※事業系のものは対象外

■受入時間

　毎週土・日曜日の午前９時から正午まで

■受入対象

ペットボトル、ビン類、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボー

ル、新聞紙、雑誌

※紙パックは、洗って、開いて乾かしてください。

※段ボールはつぶして平らな状態にしてください。

※新聞紙、雑誌、段ボールについては、量が多い場合は、ヒモで縛ってください。

※ ペットボトル（ラベルははずす）やビン類、アルミ缶等の容器類は中を洗浄し、キャップが付いているものははずして

ください。中身が残っている場合はお持ち帰りいただくこともあります。

※資源ごみを入れる容器は分けてありますので、別の資源ごみを入れないようにしてください。

▶お問い合わせは、住民生活課（☎54-2211　内線122）へ

エコフェスタ２5（環境祭）のご案内
■日時：平成25年11月23日㈯　勤労感謝の日　　午前９時00分～

■場所：榛東村役場正面駐車場

　毎年恒例のエコフェスタ（環境祭）を今年も開催します！！

　『廃タイヤ・廃バッテリー回収』、『廃家電回収』、『小型家電回収』、『ペットボトル・紙パック＆トイレットペーパー交換』、

『来場者抽選プレゼント』など企画していますので、是非ご来場ください。【榛東村農畜産物展と同時開催！】

　詳しくは、後日配布予定のパンフレットをご覧ください。

山子田

北小学校

北部第２学童
保育所

駐車場

資源ごみ
ストックハウス
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村からのお　　せ知ら
納税通知書・納付書の様式が変わりました

税金等の納税通知書・納付書が新しくなりました
　コンビニ収納の開始準備に伴い、平成25年９月17日㈫から、次の税金等の納付書が新しい様式に変わりました。

○対象となる税目等
　村・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料

○納付書は一冊につづられていません
　税金等についてはこれまで納税通知書と納期ごとの納付書を一冊につづった状態で発送していましたが、新しい納付

書はつづられていませんので紛失しないようご注意ください。

○納付の順番にご注意ください
　各期別の納付書をつづらずに発送しますので、納付の際は納期限を確認し、納期限の早いものから順に納付してくだ

さい。　※納付の順番を間違えると、督促状等が送付される場合や延滞金が発生することがあります。

○領収証書を紛失しないようご注意ください
　納付の際に領収印を領収証書に押印しますので、紛失しないようご注意ください。（５年間大切に保管してください。）

○口座振替を利用している方へ
　口座振替を利用している方へはこれまでどおり納税通知書のみを送付します。振替金融機関等を確認し、各納期限の

前日までに口座への入金や、残高確認をお願いします。

○コンビニ収納について
　平成26年度からコンビニ収納が開始となる予定です。詳細については、今年度末の広報しんとうでお知らせします。

《納付書の例》

▶お問い合わせは、税務課、健康・保険課、子育て・長寿支援課（☎54-2211）へ
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榛東村内空間放射線量測定結果について

建設課からのお知らせです

しんとうスポーツクラブ会員・ボランティアスタッフ大募集！

榛東村内各施設等において空間放射線量を測定しました

道路上に張り出している樹木の伐採等のお願い

スポーツの秋を楽しみませんか？

　村で測定した村内各施設等の平成25年９月の放射線量は次のとおりです。（測定日：９月９日）

■基準値…0.23マイクロシーベルト／時（年間１ミリシーベルト）

※　原子力災害対策本部が示した面的な除染を実施する場合の被ばく線量

■測定値について…村では、平成23年12月27日に環境省が公表した「廃棄物関係ガイドライン」（事故由来放射性物

質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン）に基づき、製造メーカーによる村所有測定器（クリアパル

ス株式会社製：Ａ2700型 Mr.Gamma）の定期校正及び群馬県衛生環境研究所所有の測定機器（富士電機株式会社製：

NHC710B1-AYYYY-S）との比較実験を行い、当該実験結果により測定値の補正方法を採用しております。なお、群馬県

立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科専任講師　杉野雅人博士の指導のもと、空間放射線量を測定しています。

  

　道路や歩道への枝の張り出しや倒木により、通行の傷害になっている箇所が見受けられます。これらが原因で、歩行

者や自動車等に事故が発生した場合には、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

　このような状態が見られる土地の所有者の方は、樹木の伐採や枝払いをお願いします。

【作業時の注意事項】

　電線や電話線がある場所での作業は、事前に東京電力やＮＴＴに連絡をして立ち会いのもとで行ってください。

　通行車両や歩行者の安全確保と樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。

▶お問い合わせは、村道について：建設課（☎54-2211　内線232）、県道について：渋川土木事務所（☎0279-22-

4055）へ

　総合型地域スポーツクラブ「しんとうスポーツクラブ」では、個人の健康・体力の増進はもとより、様々な年代の方達

がスポーツを通じて交流の輪を拡大し、地域（村内）の活性化を図ることを目的に活動しています。皆さんも一緒に汗を

流してみませんか？会員になると様々なプログラムに参加することができます。

　また、スポーツ教室の運営や指導者となるボランティアスタッフを募集しています。

▶お問い合わせは、教育委員会事務局生涯学習課 （☎54-2211　内線261）へ

№ 測定場所 測定値（マイクロシーベルト/時） 天気地表 50㎝ 1ｍ
1 役場・保健相談センター 0.053 0.057 0.056 晴れ

2 北部第２学童保育所（旧庁舎分室） 0.049 0.056 0.049 晴れ

3 中央保育園 （兼 うぐいす学童） 0.058 0.046 0.046 晴れ

4 北部保育園 0.036 0.040 0.044 晴れ

5 南部保育園 0.065 0.066 0.056 晴れ

6 南部第２学童 0.069 0.058 0.056 晴れ

7 児童館 0.066 0.060 0.058 晴れ

8 榛東中学校　駐輪場 0.035 0.037 0.038 晴れ

№ 測定場所 測定値（マイクロシーベルト/時） 天気地表 50㎝ 1ｍ
9 榛東中学校　東グラウンド 0.036 0.035 0.031 晴れ

10 北小学校　（兼 北部第１学童） 0.040 0.039 0.032 晴れ

11 南小学校 0.030 0.035 0.027 晴れ

12 北幼稚園 0.062 0.056 0.055 晴れ

13 南幼稚園 0.076 0.069 0.074 晴れ

14 南部コミセン（兼 南部第１学童）0.065 0.054 0.054 晴れ

15 総合グラウンド 0.044 0.057 0.057 晴れ

▶お問い合わせは、住民生活課（☎54-2211　内線122）へ

しんとうスポーツクラブは、スポー
ツ振興くじ助成事業を受けて活動
しています。
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村からのお　　せ知ら
建設課からのお知らせです

基地・財政課からのお知らせです

都市計画原案（県原案）の閲覧と公聴会を実施します

住生活総合調査にご協力ください

　一般県道南新井前橋線バイパスの事業化に伴う都市計画道路

の変更案（県原案）がまとまりましたので、次のとおり変更案の

閲覧と公聴会を実施します。なお、都市計画道路の区域内は一

定の建築制限がかかるようになります。詳しくは、渋川土木事

務所にお問い合わせください。

○都市計画原案の閲覧
■期間…10月18日㈮～ 11月１日㈮（土・日曜日はのぞく）

■時間…午前８時30分～午後５時15分

■閲覧会場…県庁（都市計画課）、渋川土木事務所、役場（建設課）

○公聴会の開催
■期日…11月14日㈭

■時間…午後７時開始

■場所…榛東村役場201会議室

○公述申出書の提出および公述人の選定
　公聴会で公述を希望する人は、「公述申出書」を提出することができます。住所・氏名・年齢・職業・電話番号・都市

計画原案についての利害関係および意見の要旨（400字以内）を記入した「公述申出書」（様式は問いません）を直接または

郵送で提出してください。公述人は、県知事が選定し、本人に通知します。

　公述人は、代理人に意見を陳述させることができます。（代理委任状を提出し、公聴会の議長の承認が必要となります）

また、文書により意見の提示をすることができます。（この場合、公聴会の議長による文書の朗読をもって意見の陳述に

替えます）

　なお、公述の希望者で同じ趣旨の意見が多数ある場合などは、公述人を県知事が選定し本人に通知します。また、公

述の時間は10分以内となります。

■申込期限…11月１日㈮（必着）

　※ なお、公述人がいない場合、公聴会は中止となります。その際は、公聴会予定日１週間前に群馬県都市計画課、渋

川土木事務所、役場建設課および公聴会の開催予定の場所にその旨掲示します。

■公述申出書の提出先…県庁都市計画課（〒371-0857　前橋市大手町1-1-1）

　※郵送のほか、各閲覧会場経由でも提出できます。

▶お問い合わせは、県庁都市計画課（☎027-226-3654）、渋川土木事務所（☎0279-22-4055）、または 建設課（☎

54-2211　内線231）へ

　国土交通省では、都道府県及び市町村の協力のもとに、12月１日、全国各地において「平成25年住生活総合調査」を

行うこととしています。この調査は、住生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必

要となる基礎資料を得るために、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等を総合的に調査

するもので、５年ごとに実施されます。

　今回は、10月に実施された住宅・土地統計調査（総務省）に回答いただいた世帯の中から一部を抽出し、全国で約

９万２千世帯を対象に行いますが、榛東村では、一定の抽出方法により無作為抽出した32世帯に調査をお願いすること

となっています。

　11月21日から12月10日までの間、統計調査員証を持った調査員が、対象となった世帯を訪問いたしますので、調査

をお願いする皆様には重ねてお手数をおかけすることとなりますが、御協力のほどよろしくお願いいたします。

▶お問い合わせは、基地・財政課（☎54-2211　内線243）、または県土整備部建築住宅課住宅政策室（☎027-226-

3717）へ

榛東新井幹線
W＝16ｍ　L＝760ｍ　２車線

路線番号 路線名 変更内容
３・４・２ 榛東新井幹線 路線の追加


